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仕 様 書 
 

 Ⅰ．業務概要 

 

      1. 業 務 名 浜松医科大学電話交換業務                  

 

      2. 業務場所 浜松市中央区半田山一丁目２０番１号 浜松医科大学構内     

 

      3. 業務期間  令和８年４月１日から 令和１１年３月３１日まで 

 

    4. 業務仕様 

         この業務（以下「業務」という。）の受注者は、国立大学法人浜松 

医科大学物品供給契約等細則、仕様書に基づき次の業務を履行する。 

 

     5. 対象業務 

 業務内容 対象設備等 設 備 等 概 要 

 
代表電話の 
取り次ぎ・ 
電報発信など 

電話中継設備 

中継台方式及びＰＢＸダイヤルイン方式交換機 
 

交換機実装数        １,３３４回線 
  構内ＰＨＳ登録数      １,９５８台 

据置形中継台            ２台 
留守番電話装置（夜間用）      ２台 
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Ⅱ．一般共通事項 

 

    1. 請負代金の支払い 

        この業務の受注者は、１ヶ月毎に業務日報及び業務完了報告書を提出し、 

病院経営戦略課の検収を受けた場合に請負代金の支払いを請求できる。 

請負代金の支払いは１ヶ月毎に支払う｡ 

 

    2. 受注者の負担の範囲 

      制服、名札及び業務に必要な物品等は、受注者が準備し負担する。      

     

3. 貸与資料 

        職員電話番号簿、コンピュータ１台（インターネット接続可能）  

     ヘッドセット        

 

    4. 業務責任者 

        電話交換業務に関し、１年以上の経験を有する者とする。         

      

    5. 業務条件 

        平日（土曜日、日曜日、祝日及び１２月２９日から１月３日までを除く） 

       早出（１名） ８時００分～１６時３０分                

       遅出（１名） ９時００分～１７時３０分               

        但し、休憩時間（労働基準法による）のとり方については、重複しない 

       ものとする。                             

 

   6. 業務担当者 

        事前に受注者が行う電話交換業務に関する研修を受けた者とする。   

       

   7. 服装等 

        業務関係者は、業務に適した制服を着用し、業務を実施する。      

     また、社名入りの名札を身に付け、身分証明書を携帯することとする。   

 

8. 居室等の利用 

        当該業務を実施するため、構内配置図(別図１)及びエネルギーセンター 

１階平面図(別図２)に示す交換室を無償で使用することができる。      

                                          

  9. 共用施設の利用 

        当該業務を実施するため、次の共用施設を利用することができる。    

        ・各棟 便所、エレベーター                     

      ・エネルギーセンター１階事務室 流し台               
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   10. 駐車場の利用 

        駐車場所については原則本学が指定する駐車場を使用すること。料金は、 

国立大学法人浜松医科大学諸料金規程による。                  

     

11. 業務の引継ぎに関する事項 

 業務期間終了時に業務の引継ぎを要する場合は、次年度における業務に支 

       障が及ばないように業務期間内に十分引継ぎを行うこととする。また、業務 

       期間終了後も業務の引継ぎが完了していない場合は、無償にて引継ぎを継続 

して行うこととする。                         

        引継ぎに必要な業務に関する説明資料の作成も行うこととする。     

 

   12. 業務報告書 

     業務完了後に次の書類を１部提出すること 

     ・業務日報（毎日） 

        ・業務完了報告書（毎月） 

 

   13. その他 

        受注者は、常に業務従事者の服装、勤務態度、風紀及び衛生等について、 

       万全の監督を行うこととする 。 

  受注者は、契約後７日以内に、従事者名簿（氏名、年齢、性別）を病院経 

営戦略課担当者に提出すること。従事者の移動があった場合は速やかに届け 

出ること。                   

        受注者は、勤務予定表を勤務させる月の前月末日までに病院経営戦略課 

担当者に提出すること。                          

        受注者は、発注者から特別の業務要請がある場合には、予め発注者と協議 

       のうえ決定する。                             

  当該業務担当者は、４種ウイルス（麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎） 

抗体価の測定を行い、抗体価陰性者へのワクチン接種を行った者を選定し感 

染対策に努めることとする。                                       

     受注者は、業務従事者の定期健康診断を年１回以上行い、その結果（写）を 

    発注者に提出すること。 

    本業務に従事する者（以下「業務従事者」）は、個人情報保護法及び関係法令 

を遵守し、業務上知り得た個人情報をみだりに第三者に漏らしたり、不当な目的 

に使用してはならない。また本業務に従事しなくなった後も同様とする。 
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Ⅲ．業務要領 電話交換  
 
第１節 電話交換  

 

表1 電話交換 

業 務 項 目 業 務 内 容 備 考 

 

電話交換 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

据置形中継台及び留守番電話装置を用いて、適切、 

親切、かつ円滑に下記業務を行うものとする。  

 

1) 着信通話の応答、案内、内線への接続及び録音 

取次先には、要件の概要を伝えること 

 2)構内内線から市内、市外又は国際への通話及び電報

の受付･発信 

 3)取扱通話の苦情処理 

 4)非常時通話の措置 

 5)電話に関する番号及び故障等の問い合わせに対する

受付案内 

 6)始業･終業時に留守番電話装置への切替操作 

 7)交換業務における説明資料の作成 

 8)交換室の整理及び清掃 

 9)交換業務に関する諸用務 

  （交換数及び電報発信数等の記録も含む） 

10)交換室の施錠管理 

 

 

電話交換 電話交換の業務項目及び業務内容は表1による。 


